
やまなし空き古民家・レトロ建築バンクとは、空き古民家等の情報を登録・公開し、
購入・賃借を希望する方へ情報提供する制度です。
所有する空き古民家等の売却・賃貸をご検討されている方は、是非ご相談ください。

その古民家、探している人がいます。
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１．登録要件（裏面に記載）に適合していることをご自身で確認して
頂き、その後、現地調査及び申請書類を作成して下さい。

※ 建築士等に依頼することも可能ですが、費用については受託者（依頼先）
に確認してください。

２．県に申請後、内容に問題がなければ県ホームページに登録します。
※ 取引希望者からの連絡があった場合、その旨を県から連絡します。
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山梨県ホームページ



空き古民家等とは？

古民家や古建築は、伝統的な技術や技能等により建築され、地域の歴史や風土、街並み景観等を形
成する貴重な地域資源です。このような貴重な地域資源である古民家等の利活用の促進を目的とす
る「やまなし空き古民家・レトロ建築バンク」に登録できる空き古民家等は、次の①から⑤に掲げ
る全ての要件を満たすものとします。

空き古民家等を登録したい方（所有者等）

＜申請に必要な書類＞
１．空き古民家等登録申請書（様式１）
２．物件カード（様式２）
３．空き古民家等要件適合状況チェックリスト（様式３）
４．所有者の確認ができるものの写し
（建物の登記事項証明書、直近の年度の固定資産税課税明細書又は固定資産税評価証明書）

５．代理者による申請の場合は委任状
※ 様式はホームページからダウンロードしてください。

＜提出先＞
山梨県 県土整備部 住宅対策室
住所：〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内1丁目６－１ 別館３階
メールアドレス：ju-taisaku@pref.yamanashi.lg.jp

※ メール、郵送、持参のいずれかの方法によりにより提出してください。

＜問い合わせ先＞
山梨県 県土整備部 住宅対策室

ＴＥＬ：０５５-２２３-１７３１
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